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長野県告示第521号

　救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条の規定により認定した救急病院は、次のとおりである。

　　令和６年10月10日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

名　　　称 所　　在　　地 認定の有効期限

岡谷市民病院 岡谷市本町四丁目11番33号 令和９年10月13日

医療政策課

長野県告示第522号

　長野県諏訪地域振興局長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の

規定による公共測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和６年10月10日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　用地測量

２　作業期間

　　令和６年６月28日から令和６年11月29日まで

３　作業地域

　　茅野市
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長野県告示第523号

　長野県木曽地域振興局長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の

規定による公共測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和６年10月10日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　基準点測量

２　作業期間

　　令和６年９月30日から令和７年２月14日まで

３　作業地域

　　木曽郡木曽町

建設政策課

長野県告示第524号

　長野県木曽地域振興局長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の

規定による公共測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和６年10月10日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　基準点測量

２　作業期間

　　令和６年10月７日から令和７年２月24日まで

３　作業地域

　　木曽郡上松町

建設政策課

長野県告示第525号

　佐久市長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定による公共

測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和６年10月10日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　空中写真撮影（地図情報レベル 1000）

２　作業期間

　　令和６年10月１日から令和７年３月31日まで

３　作業地域

　　佐久市

建設政策課

長野県告示第526号

　箕輪町長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定による公共

測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和６年10月10日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

建設政策課
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建設政策課

長野県告示第527号

　筑北村長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定による公共

測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和６年10月10日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　令和６年度　筑北村地形図修正

２　作業期間

　　令和６年８月９日から令和７年３月31日まで

３　作業地域

　　東筑摩郡筑北村

建設政策課

長野県告示第528号

　御代田町長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定による公

共測量を終了した旨の通知がありました。

　　令和６年10月10日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　３級基準点測量

２　作業期間

　　令和６年５月７日から令和６年８月30日まで

３　作業地域

　　北佐久郡御代田町

建設政策課

１　作業種類

　　公共測量　数値地形図修正（地図情報レベル 2500）

２　作業期間

　　令和６年９月10日から令和７年２月28日まで

３　作業地域

　　上伊那郡箕輪町

長野県告示第529号

　御代田町長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定による公

共測量を終了した旨の通知がありました。

　　令和６年10月10日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　空中写真測量

２　作業期間

　　令和６年４月１日から令和６年８月31日まで

３　作業地域

　　北佐久郡御代田町
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長野県告示第530号

　麻績村長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定による公共

測量を終了した旨の通知がありました。

　　令和６年10月10日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　令和６年度　麻績村地形図修正業務委託

２　作業期間

　　令和６年４月４日から令和６年８月９日まで

３　作業地域

　　東筑摩郡麻績村

建設政策課

長野県公安委員会告示第66号

　銃砲刀剣類所持等取締法施行細則（昭和53年長野県公安委員会規則第７号）第９条第１項の規定により、銃砲刀剣類所持

等取締法（昭和33年法律第６号。以下「法」という。）第４条の３第２項の診断を行う医師を次のとおり指定しました。

　　令和６年10月10日

	 長野県公安委員会委員長　柳　平　千代一　

１　指定を受けた医師の氏名、勤務する病院等の名称及び所在地並びに診断の対象者

氏　名
勤務する病院等

診断の対象者
名　称 所在地

遠　藤　謙　二
医療法人友愛会千曲荘病
院

上田市中央東４番61号 法第５条第１項第３号の介護保険法（平成９年法
律第123号）第５条の２第１項に規定する認知症
である者

埴　原　秋　児
地方独立行政法人長野県
立病院機構長野県立ここ
ろの医療センター駒ヶ根

駒ケ根市下平2901番地

丸　山　哲　弘
まるやまファミリークリ
ニック

飯田市大瀬木1106番地２

荻　原　朋　美
長野県厚生農業協同組合
連合会北アルプス医療セ
ンターあづみ病院

北安曇郡池田町大字池田
3207番地１

２　指定日

　　令和６年10月９日

３　指定期間

　　３年

生活安全企画課

長野県公安委員会告示第67号

　銃砲刀剣類所持等取締法施行細則（昭和53年長野県公安委員会規則第７号）第９条第２項の規定により、銃砲刀剣類所持

等取締法（昭和33年法律第６号。以下「法」という。）第12条の３の診断を行う医師を次のとおり指定しました。

　　令和６年10月10日

	 長野県公安委員会委員長　柳　平　千代一　

建設政策課
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１　指定を受けた医師の氏名、勤務する病院等の名称及び所在地並びに診断の対象者

氏　名
勤務する病院等

診断の対象者
名　称 所在地

竹　内　博　人
医療法人博和会上松病院 長野市上松５丁目３番10

号
法第５条第１項第３号の政令で定める病気（銃砲
刀剣類所持等取締法施行令（昭和33年政令第33号。
以下「政令」という。）第11条第３号に掲げる病
気を除く。）にかかっている者並びに法第５条第
１項第４号及び第５号に掲げる者

坂　江　芳　朗
医療法人さかえ会さかえ
クリニック

中野市小田中213番地１

高　橋　丈　夫
医療法人聖山会伊那神経
科病院

伊那市荒井3831番地

北　原　明　彦
医療法人北原メンタルク
リニック

長野市稲里町中央４丁目
15番７号

法第５条第１項第３号の政令で定める病気（政令
第11条第３号に掲げる病気に限る。）にかかって
いる者

遠　藤　謙　二
医療法人友愛会千曲荘病
院

上田市中央東４番61号 法第５条第１項第３号の介護保険法（平成９年法
律第123号）第５条の２第１項に規定する認知症
である者

埴　原　秋　児
地方独立行政法人長野県
立病院機構長野県立ここ
ろの医療センター駒ヶ根

駒ケ根市下平2901番地

丸　山　哲　弘
まるやまファミリークリ
ニック

飯田市大瀬木1106番地２

荻　原　朋　美
長野県厚生農業協同組合
連合会北アルプス医療セ
ンターあづみ病院

北安曇郡池田町大字池田
3207番地１

２　指定日

　　令和６年10月９日

３　指定期間

　　３年

生活安全企画課


